
令
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元
年
八
月
十
五
日
受
領
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号
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号

令
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元
年
八
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
放
火
事
件
に
対
す
る
迅
速
な
支
援
と
再
発
防
止
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
放
火
事
件
に
対
す
る
迅
速
な
支
援
と
再
発
防
止
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
」
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
に
基
づ
き
、
そ
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
を
受
け
て
、

都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
等

と
の
調
整
等
を
踏
ま
え
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
、
又
は
支
給
し
な
い
旨
の
裁
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
被
害
者
や
ご
遺
族
」
に
対
し
、
警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
を
通
じ
て
、
犯
罪

被
害
給
付
制
度
に
関
す
る
適
切
な
情
報
の
提
供
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
の
連
携
の
下
、
課
題
を
整
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が

可
能
か
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
事
件
の
発
生
を
受
け
て
、
消
防
庁
に
お
い
て
は
、
ガ
ソ
リ
ン
の
容
器
へ
の
詰
め
替
え
販
売
を
行
う
際
に
は
、
購

入
者
の
身
元
及
び
使
用
目
的
の
確
認
並
び
に
販
売
記
録
の
作
成
を
行
う
よ
う
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
事
業
者
団
体
に
対
し

要
請
す
る
と
と
も
に
、
警
察
庁
と
連
携
し
、
不
審
者
発
見
時
の
通
報
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
安
全
対
策
の
徹
底
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
は
、
現

時
点
で
は
、
そ
の
対
策
の
実
施
状
況
を
見
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
か
ら
同
社
に
対
す
る
支
援
に
係
る
具
体
的
な
要
望
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
関
係
省
庁
の
連
携
の
下
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
か
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
放
火
事
件
」
に
つ
い
て
全
容
解
明
を
進
め
、
同
様
の
事
件
の
発

生
防
止
の
た
め
、
全
力
で
取
り
組
む
考
え
で
あ
る
。

二


